
第２３回伊根町観光写真コンテスト実施要領 

【応募資格】 どなたでも応募できます。 

【応募規定】 自然景観、文化財、伝統的行祭事、風習、産業など、伊根町の魅力を盛り込んだ写真をお寄

せください。 

１． 応募規格 ： ○カラープリント  

○サイズ：四つ切り・ワイド四つ切り・Ａ４ 

        ○単写真（組写真は不可） 

        ○作品の合成、加筆、削除は不可  

        ○作品は応募者本人が２０２３年１２月以降に撮影し、未発表の作品に限

ります 

２．応募点数 ： 一人３点以内 

３．応募期間 ： 令和７年７月１日（火）～ 令和７年１２月１９日（金）（予定） 

午後５時までに必着。 

４．応募方法 ： 応募票に必要事項を記入し、作品裏面に貼付して送付してください。 

５．応 募 先 ： 〒６２６-０４９３ 京都府与謝郡伊根町字日出651 伊根町役場 企画観光課 

６．お問合せ : ＴＥＬ．０７７２-３２-０５０２  

【審  査】 １．審査会日程 ： 令和８年１月下旬 

２．審査員長 ： 小林賢司氏（日本写真家協会会員） 

３．審査方法 ： 審査員長、主催者及び後援団体長により審査会を開催し、入賞作品を 

決定します。 

４．審査発表 ： 入賞者へ直接通知するとともに、伊根町のホームページ上に掲載します。 

【表  彰】 伊根町長賞  １点 賞状、賞金５万円 

 伊根町観光協会長賞  １点 賞状、賞金３万円 

 伊根町商工会長賞  １点 賞状、賞金３万円 

 伊根町文化協会長賞  １点 賞状、賞金１万円 

 京都新聞賞  １点 賞状、賞金１万円 

【そ の 他】 １．入賞作品の使用権は、賞金をもって主催者側に譲渡されるものとします。 

２．入賞作品は、主催者及び主催者が加盟する団体若しくは主催者が観光振興事業について

委託又は補助を行う団体の実施する活動で使用します。また、使用にあたっては撮影者

の氏名表示を行います。ただし、デザインの都合上トリミング等の加工を行ったり、氏

名の表示が出来ないこともありますのであらかじめご了承ください。 

３．被写体に係る肖像権、商標権及び著作権等について、応募者の責任において承諾を得て

からご応募ください。 

４．入賞者は通知した期日までに原版（データ等）を提出してください。期日までに提出の

ない場合は入賞を取り消すこともあります。 

５．応募作品は原則返却いたしません。ただし選外作品について希望があれば返却いたしま

す。返却を希望される方は返信用封筒に必要額の切手を貼付して応募時に同封してくだ

さい。（郵送以外の返却希望には応じられませんのでご了承ください。） 

６．応募規定に違反したとき、及び入賞作品発表後に主催者が類似または二重応募作品と認

めた場合は、入賞を取り消すことがあります。 

７．応募作品の取り扱いには十分注意いたしますが、万一の事故に対する責任は負いかねま

すのでご了承ください。 

【主  催】 伊 根 町 

【後  援】 京都府、公益社団法人京都府観光連盟、伊根町観光協会、伊根町商工会、伊根町文化協会、

京都新聞、特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」連合、PHOTO PARTNER KYOTO

（京都府写真材料商業組合）、伊根浦舟屋群等保存会、丹後海陸交通株式会社、株式会社京都

銀行、京都北都信用金庫、京都府信用漁業協同組合連合会（順不同） 


